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わが国の総人口は、令和 2 年（2020 年）10 月 1 日現在、1 億 2,616 万人で、そのうち 65

歳以上の高齢者は 3,588 万人となっています。総人口が 9 年連続で減少するなか、高齢人口

は過去最高となっています。総人口に占める高齢者の割合（高齢化率）は 28.4％であり、約

4 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者となっています。令和元年版高齢社会白書によれば、我が国

の 65 歳以上人口は、「団塊の世代」が 65 歳以上となった平成 27（2015）年に 3,387 万人と

なり、「団塊の世代」が 75 歳以上となる令和 7（2025）年には 3,677 万人、高齢化率は 30.0％

に達することが見込まれています。出生率の大幅な改善等による生産年齢人口の増加が見込

めない現状では、わが国の労働力不足は急速に進むことが予想されます。高い能力や豊富な

経験を持つ高齢者の活用が、今後の企業経営や業界の発展にとって大きな課題となっており

ます。

全日本葬祭業協同組合連合会では、平成 22 年度から平成 23 年度にかけて独立行政法人高

齢・障害・求職者雇用支援機構の支援を受けて「産業別高齢者雇用推進事業」に取り組み、

高齢者雇用推進ガイドライン「葬儀業高齢者活用推進の手引き」を取りまとめました。それ

から 10 年近くを経て、葬儀業を取り巻く環境には大きな変化が生じていることから、令和

元年度より再び「産業別高齢者雇用推進事業」に取り組むことといたしました。令和元年度

は加盟事業者の協力を得て高齢者活用の現状と課題を詳細に把握するための実態調査を実施

し、令和 2 年度はその結果等を踏まえて葬儀業における高齢者活用の推進方策（ガイドライ

ン）を「葬儀業における高齢者活用推進のためのガイドライン」として取りまとめました。

令和元年 11 月末に発生した新型コロナウイルス感染症の流行は我が国の経済社会に大き

な影響を及ぼしました。その中で、葬儀業に係わる人材が社会に不可欠な “ エッセンシャル

ワーカー ” であることが改めて浮き彫りになりました。中長期的にみれば働き手が不足する

中で、人材の確保は事業の継続・発展を左右する経営課題です。本ガイドラインは「60 歳以

降も働きたい人達について、働くことができる環境を提供する可能性を追求し、企業経営の

面からもメリットを追求する」ことを意識した内容となっております。各社の経営者や人事

担当者が手引きとして利用可能なように、図表を多用し、業界内で実際に取り組んでいる事

例や工夫等を豊富に紹介しておりますので、各社の実情に応じて、高齢者活用を推進する上

での一助としていただければ幸いです。

なお、本ガイドラインの作成にあたりましては、各種調査に多大のご協力を賜りました皆

様をはじめ、数多くの方々にお力添えをいただきました。この場をお借りして、厚く御礼申

し上げます。

全日本葬祭業協同組合連合会

葬儀業高齢者雇用推進委員会

発刊に寄せて
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〜　本書における『高齢者』とは　〜
本書においては、『高齢者』を 60 歳以上の者と定義します。これは、本文中でも取り上げているように、年金
の支給開始年齢の引上げに伴い、60 歳以上の雇用機会の確保が大きな問題となっているという認識によるもの
です。
なお、高年齢者雇用安定法（高齢法）では、55 歳以上の者を「高年齢者」と定義しています。法律によっては

「高齢者」を 65 歳以上とし、75 歳未満の者を前期高齢者、75 歳以上の者を後期高齢者とする場合もあります。



１．本事業の背景・目的等

産業別高齢者雇用推進事業の目的

■■我が国の高齢化は一層進行し、最新の人口統計では 2050 年の高齢化は 40％近くに達する見込みとなっ
ている。こうした中で、中長期的には労働力人口の減少が見込まれることから、高齢者が長年培った
知識・経験を十分に活かし、社会の支え手として、意欲と能力のある限り、活躍し続ける社会が求め
られている。
■■高齢者雇用を推進するためには、産業毎に労働力人口の高齢化の状況や、おかれている経営環境、求
められる労働者の性質、形態など、高齢者雇用に関する諸条件が異なっていることを踏まえて検討す
る必要がある。
■■そこで、本事業においては、高齢者雇用を一層効果的に推進するため、当該産業に属する企業で構成
される産業団体が自主的に高齢者雇用に取り組むことを支援する。

葬儀業高齢者雇用推進事業の目的・方策

■■上記事業の趣旨を踏まえ、今後の高齢社会の到来でますます重要性を増す「葬儀業」において、業界
特有の諸条件を踏まえ、高齢者雇用を効果的に推進するための取組を行う。
■■プロダクティブ・エイジングの考えのもと、葬儀事業者とそこで働く高齢者の双方がより高い満足を
得ることができるような雇用環境の構築を図ることを目指す。
■■具体的な方策として、葬儀業界の実態を踏まえ、高齢者雇用を円滑に図るためのガイドラインを作成
し、その普及活動を行う。

本事業の目的は、葬儀事業者とそこで働く高齢者の双方が高い満足を得られる雇
用環境を整備することです。

はじめに
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はじめに

２．本ガイドラインの構成

「はじめに」では、本事業の背景・目的のほか、本ガイドラインの構成、使い方を紹介します。各社の
置かれた状況や抱える悩み別に、ガイドラインのどのページを読むとよいのかが分かる検索ガイドを掲
載しています。

Ⅰ章では、葬儀業で高齢者を雇うことの意義・メリットについて、6 つのポイントを挙げて説明して
います。

Ⅱ章では、葬儀業を取り巻く経済社会環境として、高齢者活用が求められる背景理解につながるよう
な統計データ等を掲載しています。

Ⅲ章では、アンケート調査やヒアリング調査※結果で把握された事業者および従業員の声を用いて、
高齢者を活用するためのヒントを紹介しています。

資料編の 1 では、全国の葬儀事業者に対して実施した、本事業独自のアンケート調査結果から、葬儀
業における高齢者雇用に関する制度等の導入状況や高齢者活用に関する実態等の部分を抜粋し、掲載し
ています。

資料編の 2、3 では、高齢者雇用に関する情報・相談先など、高齢者雇用を推進するにあたって参考と
なる情報等を掲載しています。

※本事業において、令和元年 10 〜 11 月に全日本葬祭業協同組合連合会に加盟する葬儀事業者（1,316 社）を対象にアンケート調査を行いまし
た（回収数 318 社、回収率 24.2％）。また、アンケート調査回答企業のうち数社に対して、ヒアリング調査を実施しました。

本ガイドラインは、下図に示す構成となっています。

はじめに

Ⅱ . 葬儀業を取り巻く経済社会環境

資料編 1.
葬儀業における高齢者活用の実態

Ⅰ.葬儀業で高齢者を雇うことの意義・
メリット　

Ⅲ . 葬儀業における高齢者活用の方策

資料編２・３
高齢者雇用に関する情報・相談先など

本事業の背景・目的のほか、本ガイドラインの使い方を紹介
します。

高齢者活用が求められる背景理解につながるような統計デー
タ等を掲載します。

アンケート結果を用いて、本業界における高齢者活用の実態
を示します。

本業界で高齢者を雇うことの意義・メリットについて、ポイ
ントを示します。

アンケートやヒアリングの結果を用いて、本業界における高
齢者活用のためのヒントを紹介します。

高齢者雇用を推進するにあたって参考となる情報等を掲載し
ます。
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はじめに

３．本ガイドラインの使い方

高齢者雇用の状況や課題は各社各様のことと思います。本ガイドラインの使い方
として、各企業が置かれた状況や抱える悩み別に、関連するページを参照するこ
とができます。下記の検索ガイドをご利用ください。

葬儀業で
高齢者を雇うことの
メリットを知りたい

高齢者に
活躍してもらうためには

どうしたらよいか知りたい

葬儀業における
高齢者活用の

実態について知りたい

葬儀業で活躍している
高齢者はどんな人たち

なのかを知りたい

高齢者のいっそうの
活用が求められる

社会的な背景を知りたい

活用できる
公的支援、助成金の
情報などを知りたい

Ⅰ．葬儀業で高齢者を雇うことの意義・メリット
高齢者を雇うことの意義・メリットについて、これまでの指摘に加え
て、これからの時代に必要となる意義・メリットを示しています。

４ページ～９ページ

Ⅲ -2，3．葬儀業における高齢者活用の方策
Ⅲ -2でこれまでの会社側の取り組みについて企業の生声を紹介し、Ⅲ
-3 で今後推進すべき業界として取り組みのポイントを示しています。

24ページ～ 28ページ

資料編 -1. 葬儀業における高齢者活用の実態
アンケート調査結果から得られた業界内の高齢者雇用に関する制度等
の導入状況や高齢者活用の実態を示しています。

30ページ～ 54ページ

Ⅲ -1．葬儀業において高齢者が活躍している業務とは
実際に活躍している高齢者の例を示しながら、高齢者が活躍しやすい業
務を整理し、高齢者の活躍に向けた企業向けのヒントを示しています。

16ページ～ 23ページ

Ⅱ．葬儀業を取り巻く経済社会環境
葬儀業を取り巻く経済社会環境についてグラフ等を示しながらわかり
やすく説明し、背景理解を促します。

10ページ～ 15ページ

資料編 -2，3．高齢者に関する情報・相談先など
高齢者雇用を推進するにあたって、活用できる公的支援、助成金など
の情報や問合せ先などを簡潔にまとめています。

55ページ～ 83ページ

？

？

？

？

？

？
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葬儀業で高齢者を雇うことの
意義・メリット（ポイント説明）Ⅰ章

令和 2年度の新型コロナウイルス感染症拡大は我が国の経済社会に大きな影響を与えていますが、そ
の中で葬儀業に関わる人材が社会に不可欠なエッセンシャルワーカーであることが改めて浮き彫りにな
りました。中長期的にみれば働き手が不足する中で、高齢者を活用し、必要な人材を確保することは、
葬儀業企業にとって事業継続を左右する経営課題といえます。

ここでは、葬儀業で高齢者を活用することの意義・メリットとして 6つのポイントを紹介します。
はじめにあげる 3つは、これまで指摘されてきた高齢者活用の意義・メリットです。
次にあげる 3つは、これからの時代に必要となる意義・メリットです。これからの葬儀業には、こう
した意義・メリットが実際に感じられるよう取り組んでいくことが求められます。

詳細については、本ガイドラインの中で説明していきたいと思います。
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Ⅰ章　葬儀業で高齢者を雇うことの意義・メリット（ポイント説明）

１．これまで指摘されてきた高齢者活用の意義・メリット
葬儀業を営む事業者は、地域に根ざして、遺族等の感情に寄り添ったサービスを提供することによっ
て、様々な形で社会に貢献しています。それらを効果的に実施するために、葬儀業の中には、戦略的に
高齢者を活用している事業者が存在します。
アンケート調査によれば、多くの事業者が実際に高齢者を活用しており、なおかつ経営パフォーマン
スが良い傾向が明らかになっています。
そのような事業者は、主に以下のように、高齢者を活用することの意義を感じています。

高齢者が地域コミュニティに貢献する

地域コミュニティが崩壊しつつあると言われる現在も、多くの地域では、お葬式の時には近隣の
住民の皆さんが集まることでしょう。葬儀業において地域に密着した活動は不可欠です。
そのような中で、葬儀業において、特に地域コミュニティ内で幅広いネットワークを持つ高齢者
の活用は、地域住民からの信頼が大きく高まり、地域の社会基盤としての信頼を確保し、地域コ
ミュニティへの貢献が期待できます。

高齢者が信頼・安心を与える顧客対応を行う

葬儀を施行する時、遺族は悲嘆に暮れ、精神的にも不安定な場合が多くあります。そのような時
は、サービス業として、さらには人としての最大の配慮が必要であり、遺族の感情に寄り添わなけ
ればなりません。高齢者はこれまでの人生経験が豊富な分、そのような対応が自然と身についてい
る方が多いことでしょう。
また、多くの葬儀経験を有している高齢者は、遺族の不安や疑問に対しても、適切な対応ができ
ますので、顧客に対して安心感を与える効果が期待できます。

ポイント

 その１

ポイント

 その2
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Ⅰ章　葬儀業で高齢者を雇うことの意義・メリット（ポイント説明）

高齢者と若年者の協働作業で互いを補完し、波及効果を創出する

若年者にとっては、高齢者と一緒に仕事をすることでそのノウハウが自然に身につく効果があり
ます。高齢者にとっては、若年者に教えること自体がやり甲斐に繋がるとともに、その知識や経験
を若年者に伝えていくことができます。若年者が不足する経験や知識を高齢者が補い、高齢者が困
難な作業を若年者が補う効果が期待できます。
若年者ばかりの職場に比べて、高齢者がいる職場は、繁忙期や緊張感のある場合でも、高齢者が
にこやかに職場の雰囲気を醸成してくれる場合もあります。

ポイント

 その3
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Ⅰ章　葬儀業で高齢者を雇うことの意義・メリット（ポイント説明）

２．これからの時代に必要となる意義・メリット
葬儀業を取り巻く経済社会環境の変化の中で、事業者には、これまで以上に高齢者をうまく活用する
ことが必要です。
これからの葬儀業には、次にあげるような意義・メリットが実際に感じられるよう取り組んでいくこ
とが求められます。

葬儀の『事前相談』への的確な対応

本事業で行ったアンケートに回答した企業の約 9割が、10年前に比べて葬儀の事前相談を受け
るケースが増えたとしています。また、事前相談を事業戦略上重視していると答えた企業が 9割
を超えています。
葬儀業にとってますます重要性を増している事前相談ですが、地域ネットワークのなかで高齢従
業員が相談を受けることが多いとの指摘があります。
また、事前相談を担当するベテラン社員には、事前相談から葬儀までの流れについて知っている
だけでなく、顧客心情に配慮したコミュニケーション能力や、顧客の意思決定を支援する能力、顧
客の気づきを促し整理する能力が求められますが、多くの葬儀経験を有している高齢者こそ、顧客
の感情に寄り添いながら、葬儀の事前相談に的確に対応できると期待されます。

経験に基づく提案営業や遺族への寄り添い

近年、葬儀が二極化する傾向が見られます。本事業で行ったアンケート調査でも、10年前に比
べて簡素な葬儀が増えたと答える企業が多い一方で、事前に綿密なプランを練ることが求められる
葬儀が増えた、個人や遺族の要望に添ったオーダーメードの葬儀が増えたという企業も一定割合見
られます。
顧客のニーズを丁寧に聞いて、顧客が喜ぶ提案営業ができるのは、多くの葬儀を経験し提案の引
き出しが多い高齢者ならではといえます。
また、高齢のお客様が増えるなかで、高齢従業員が相談対応することで、信頼をもって仕事を任
せてもらうことができます。

ポイント

 その4

ポイント

 その5
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Ⅰ章　葬儀業で高齢者を雇うことの意義・メリット（ポイント説明）

働き方改革に対応するための高齢者活用

働き方改革関連法の施行により、中小企業でも 2020 年 4月 1日から時間外労働の上限規制が
適用されています。これまでは上限を超えても行政指導のみであったものが、違反企業には罰則が
課せられることとなり、残業規制が強化されています※。
働き方改革を通じて、長時間労働の是正、健康で働きやすい職場環境の整備が目指されています
が、葬儀業も例外ではありません。
残業規制の強化によって、今まで通りのやり方では、中小葬儀事業者の強みである“ワンオペ
レーション”（同じ従業員が葬儀一式を一貫して担当すること）を維持できないという企業があり
ます。少子化で働き手が減っていく中、一般企業なみの休日制度を入れないと、事業継続に必要な
人手を確保できないという声が聞かれます。
これに対し、高齢者に仕事を切り出すことで、若手従業員の負担を軽減し、休みやすくできてい
る企業があります。業務のマニュアル化と引継ぎを徹底する仕組みづくりで、分業体制のなかでワ
ンオペレーションのメリットを維持している企業があります。

ポイント

 その6

本事業で行ったアンケート調査でも、60 歳以上の従業員を雇用し続けることのメリットとして、「高
齢者が培ってきた地域のネットワーク・人脈が活かせる」、「高齢の顧客に対し安心・信頼が得られる」、
「高齢者が有している地域のしきたりや昔話などが活かせる」など、1．で挙げたようなメリットを多く
の企業が挙げています。
また、「高齢の顧客に対しニーズを汲んだ対応ができる」ことのほか、「他の従業員が休みを取りやす
くなる」「人手が足りない時間帯に働いてもらえる」「高齢者と若年者が共同作業することで波及効果が
得られる」など、2．に挙げたメリットを挙げる企業も見られます（図表 1）。

※時間外労働の上限規制とは

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければ
これを超えることはできません。
施行　大企業：2019年4月～／中小企業：2020年4月～

時間外労働の上限規制とは

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
以下を超えることはできません。
年720時間以内 月80時間は、1日当たり4時間程度の

残業に相当します。
また、原則である月45時間を超える
ことができるのは、年間6か月まで
です。

（『2か月平均』『3か月平均』『4か月平均』『5か月平均』『6か月平均』が
全て1月あたり80時間以内）

複数月平均80時間以内 休日労働を含む

月100時間未満 休日労働を含む

※上記に違反した場合には、罰則（6か月以下の懲役または30万円以下の罰金）が科されるおそれがあります。

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html
（出所）厚生労働省　働き方改革　特設サイト
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Ⅰ章　葬儀業で高齢者を雇うことの意義・メリット（ポイント説明）

※このガイドラインで用いたアンケート調査結果は、令和元年 10 〜 11 月に、全日本葬祭業協同組合連合会に
加盟する葬儀事業者（1,316 社）を対象に実施したものです。回収数は 318 社（回収率は 24.2％）でした。
アンケート調査結果のうち、高齢者活用に関する部分は資料編に収録しています。全調査結果は、全日本葬
祭業協同組合連合会のホームページでご確認いただけます。
なお、グラフにある n=xx は、その質問に回答した葬儀事業者の数を表しています。

高齢者が培ってきた地域のネットワーク・人脈が活かせる

高齢の顧客に対し安心･信頼が得られる

高齢者が有している地域のしきたりや昔話などが活かせる

他の従業員が休みを取りやすくなる

高齢の顧客に対しニーズを汲んだ対応ができる

人手が足りない時間帯に働いてもらえる

高齢者と若年者が協同作業をすることで波及効果が得られる

トラブル等に対し経験に基づき場を収めることができる

高齢者が身につけている奉仕の精神が活かせる

事前相談を上手く行ってくれる

遺族の悲嘆を上手くケアすることができる

人件費の抑制

その他

特にメリットはない

無回答 4.1%

2.3%

2.3%

16.0%

25.1%

29.2%

31.5%

32.9%

35.2%

36.1%

37.4%

37.9%

43.4%

49.3%

67.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

（n=219）

80.0%

図表 1　60 歳以上の従業員を雇用し続けることのメリット

（出所）「令和元年度葬儀業高齢者活用実態調査結果」※
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Ⅱ章 葬儀業を取り巻く経済社会環境

１．高齢化の進展が葬儀業に与える影響
ここでは、高齢化の進展（データ・将来予測等）を紹介し、葬儀業に与える影響について紹介します。

（1）人口減少社会の到来

2015 年に国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の将来推計人口」の出生中位・死亡中位推
計によれば、わが国の総人口は、すでに減少局面に突入しており、今後、長期の人口減少過程に入ります。
2025 年に人口 1 億 2,000 万人を下回った後も減少を続け、2046 年には 1 億人を割り、2055 年には 8,993
万人になると推計されています。一方、高齢化率（65 歳以上の人口が、全人口に占める割合）は、今後、
右肩上がりで上昇し、2025 年には 30％を超え、2055 年には 40％を超えるものと推計されています。

今後、わが国の労働力人口は減り、高齢化率が上昇していく中で、葬儀業界においても、高齢者を如
何にうまく活用していくかが問われています。

（資料）2015 年までは総務省「国勢調査」、2018 年は総務省「人口推計」（H30 年 10 月 1 日確定値）、2020 年以降は国立社会保障・人口問題研
究所「日本の将来推計人口（H29 年推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果。点線と破線の高齢化率については、それぞれ

「日本の将来推計人口（H9 年推計）」の中位仮定、「日本の将来推計人口（H24 年推計）」の出生中位・死亡中位仮定による、推計時点
における将来推計結果

✓ わが国の人口は既に減り始めており、今後も減り続けます。一方で、高齢化率
は今後右肩上がりで上昇していきます。

✓ 今後、わが国の労働力人口が減っていく中で、葬儀業界においても、高齢者を
如何にうまく活用していくかが問われています。
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1,407
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1,428

6,875

1,321

11,913

2,260

1,522

6,494

1,246
11,522

2,239

1,681

5,978

1,194

11,092

2,277

1,643

5,584

1,138

10,642

2,417

1,424

5,275

1,077

10,192

2,446

1,258

5,028

1,012

9,744

2,387

1,154

4,793

951

9,284

2,248

1,133

4,529

898

8,808

図表 2　高齢化の推移と将来推計
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Ⅱ章　葬儀業を取り巻く経済社会環境

（注 1）2017 年以降の年齢階級別人口は、総務省統計局「H27 年国勢調査　年齢・国籍不詳をあん分した人口（参考表）」による年齢不詳をあ
ん分した人口に基づいて算出されていることから、年齢不詳は存在しない。なお、1950 年〜 2015 年の高齢化率の算出には分母から年
齢不詳を除いている。

（注 2）年齢別の結果からは、沖縄県の昭和 25 年 70 歳以上の外国人 136 人（男 55 人、女 81 人）及び昭和 30 年 70 歳以上 23,328 人（男 8,090 人、
女 15,238 人）を除いている。

（注 3）将来人口推計とは、基準時点までに得られた人口学的データに基づき、それまでの傾向、趨勢を将来に向けて投影するものである。基
準時点以降の構造的な変化等により、推計以降に得られる実績や新たな将来推計との間には乖離が生じうるものであり、将来推計人口
はこのような実績等を踏まえて定期的に見直すこととしている。

（2）死亡者数の増加、平均死亡年齢の上昇

1）日本老年学会・日本老年医学会　高齢者に関する定義検討ワーキンググループは、65 〜 74 歳を「準高齢者」、75 〜 89 歳を「高齢者」、90
歳以上を「超高齢者」と区分することを提言しています。 

①死亡者数の増加

葬儀業の市場動向に直接的に関係があると思われる、わが国の死亡者数は、2040 年に 167 万 9 千人の
ピークを迎えるまで年々増加し続けると推計されています。

2020 年の死亡者数の推計値は 141 万 4 千人ですから、20 年後の死亡者数は、現在の約 1.19 倍になります。
今後、葬儀業界においてこの影響は避けられません。高齢者の孤立死や孤独死の問題、身寄りのない

お年寄りの問題なども、さらに表出化してくるものと思われます。
これからの葬儀業には、地域コミュニティの社会基盤を支える産業として、より一層の社会的役割が

求められます。

（資料）2006 年、2010 年、2017 年は厚生労働省「人口動態統計」による出生数及び死亡数（いずれも日本人）。
2020 年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（H29 年推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果（日本
における外国人を含む）

✓ 葬儀業の市場動向に直接的に関係があると思われるわが国の死亡者数は、
2040 年にピークを迎えるまで年々増加し続けると推計されています。

✓ 高齢者が超高齢者 1）を看取る構図になっていくことが予想されます。葬儀業
者には地域コミュニティを支える産業としての役割が一層求められます。

平成 18
（2006）

22
（2010）

29
（2017）

令和 2
（2020）

7
（2025）

12
（2030）

17
（2035）
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37
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47
（2065）
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図表 3　出生数および死亡者数の推移と将来推計
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Ⅱ章　葬儀業を取り巻く経済社会環境

（資料）厚生労働省「人口動態統計」

②平均死亡年齢の上昇

わが国における、近年の平均死亡年齢（平均寿命）の上昇はめざましく、1950 年には男性が 59.57 歳、
女性が 62.97 歳でしたが、2019 年は、男性が 81.41 歳、女性が 87.45 歳となっており、平均年齢は 20 〜
25 歳前後上昇しました。

現代は、高齢者が超高齢者を看取る時代になったといえます。それは今後もますます顕著になると予
想されます。

葬儀を依頼してくる喪主や喪家の方々自身が高齢者となりますので、今後の葬儀業は、高齢者を主要
顧客とした、安心と信頼のあるサービス提供が求められます。

（資料）1950 年は厚生労働省「簡易生命表」、1960 年から 2015 年までは厚生労働省「完全生命表」、2017 年は厚生労働省「簡易生命表」、2020
年以降は、国立社会保障・人口問題研究所

「日本の将来推計人口（H29 年推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果
（注） 1970 年以前は沖縄県を除く値である。0 歳の平均余命が「平均寿命」である。
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図表 4　死亡者数の推移と将来推計
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図表 5　平均寿命の推移と将来推計
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Ⅱ章　葬儀業を取り巻く経済社会環境

２．働き方改革関連法の施行が働き方に与える影響
ここでは、働き方改革関連法の紹介と、それらが葬儀業においてどのような影響を及ぼすのかを解説

します。

（1）働き方改革とは
少子高齢化が進むなかで、我が国政府は、50 年後も人口 1 億人を維持し、誰もが活躍可能な社会（「一億

総活躍社会」）の実現を目指しています。
働き方改革とは、「一億総活躍社会」の実現を目指す取り組みです。

（出所）厚生労働省パンフレット「働き方改革〜一億総活躍社会の実現に向けて」

働き方改革は、中小企業においても取り組むことが求められています。

（出所）厚生労働省パンフレット「働き方改革〜一億総活躍社会の実現に向けて」

働き方改革の全体像

働き方改革の基本的な考え方
「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」で
きるようにするための改革です。

日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」な
どの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会
の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。

働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成
長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにするこ
とを目指します。

中小企業・小規模事業者の働き方改革
「働き方改革」は、我が国雇用の 7割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施する
ことが必要です。魅力ある職場とすることで、人手不足解消にもつながります。

職場環境の改善などの「魅力ある職場づくり」が人手不足解消につながることから、人手不
足感が強い中小企業・小規模事業者においては、生産性向上に加え、「働き方改革」による魅
力ある職場づくりが重要です。

取組に当たっては、「意識の共有がされやすい」など、中小企業・小規模事業者だったから
こその強みもあります。

「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」の好循環をつくる
ため、「働き方改革」により魅力ある職場をつくりましょう。
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Ⅱ章　葬儀業を取り巻く経済社会環境

働き方改革関連法は、正式名称を「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」とい
い、「一億総活躍社会」の実現に向けた取り組みを推進するために、日本における 8 本の労働法の改正を
行うための法律の通称です。

その主な内容は下図のとおりですが、中でもポイントとなるものは、「時間外労働の上限規制」「年次
有休休暇の確実な取得」「同一労働同一賃金」の 3 点です。

（出所）厚生労働省京都労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/000271655.pdf）

図表 6　働き方関連法の主な内容と施行時期

2023 年 4月から中小企業の割増賃金率が引上げられます。(25％→50％)
⑧月60時間超の残業の割増賃金率の引上げ

⑦産業医・産業保健機能の強化

⑥労働時間の客観的な把握の義務づけ

⑤勤務間インターバル制度の導入 (努力義務 )

労働時間の調整が可能な期間 (清算期間 )が延長されます。(１か月→３か月 )
④フレックスタイム制の拡充

高度専門職を労働時間規制から外し、新たな規制の枠組みが創設されます。
(制度導入には法律に定める企業内手続きが必要 )

③高度プロフェッショナル制度の創設

使用者が労働者の希望を踏まえて時季を指定、年５日の付与が義務化されます。
②年５日間の年次有給休暇付与の義務づけ

①残業時間の上限の規制

◇労働時間法制の見直しについて
中小企業の定義については裏面のとおり

実施時期
2019年
4月

2020年
4月

2021年
4月

2022年
4月

2023年
4月

①不合理な待遇差をなくすための規定の整備

◇雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
実施時期

2019年
4月

2020年
4月

2021年
4月

2022年
4月

2023年
4月

中小企業

大企業

中小企業

大企業

残業時間の上限は、原則として月 45 時間・年 360 時間とし、臨時的な特別
の事情がなければこれを超えることはできません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年 720時間以内
・複数月平均 80時間以内 (休日労働を含む )
・月 100時間未満 (休日労働を含む )
を超えることはできません。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間６か月までです。

1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間（インター
バル）を確保する仕組みです。

裁量労働制が適用される人や管理監査者も含め、すべての人の労働時間の状
況が、客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務づけられて
います。

事業主から産業医への情報提供や産業医等による労働者の健康相談等が強化
されます。

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者 ( 短時間労働者・
有期雇用労働者・派遣労働者 )との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごと
に、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇に
ついて説明を求めることができるようになります。

③行政による助言・指導等や行政ＡＤＲの規定の設備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡
待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても対象となります。

短時間路同者・有期雇用労働
者の規定について、中小企業
は2021年 4月から適用

中小企業

大企業
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Ⅱ章　葬儀業を取り巻く経済社会環境

働き方改革関連法は、葬儀業に以下のような影響を与えることが予想されます。

働き方改革関連法のポイントと葬儀業への影響

1. 時間外労働の上限規制
（→繁忙期のワンオペレーション業務が困難に）

2. 年次有休休暇の確実な取得
（→発生ベースで有給休暇を取る慣行のままで、確実に取得できるか）

3. 同一労働同一賃金
（→正社員とそれ以外の待遇に不合理な差はないか）
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葬儀業における高齢者活用の方策

これまでに紹介したような、業界を取り巻く社会背景や、現状の高齢者活用の実態を踏まえると、葬
儀業では今後いっそう高齢者活用を図っていく必要があります。
葬儀業において高齢者を活用するにあたっては、いくつかの課題も指摘されています。一方で、それ
らの課題を独自の工夫によって克服している事業者もいます。
ここでは、アンケート調査やヒアリング調査結果で把握された事業者および従業員の声を用いて、高
齢者を活用するためのヒントを紹介していきます。

１．葬儀業において高齢者が活躍している業務とは
アンケート調査やヒアリング調査の結果、葬儀業において高齢者が活躍しやすい業務としては、①葬

儀一式を一貫して担当（ワンオペレーション）、②事前相談への対応、③若手従業員のサポートによる分
業体制の確立の 3つがあることが把握されました。
また、④短日・短時間で清掃等の周辺業務を担当という働き方もあります。

ここでは葬儀業において高齢者が活躍しやすい業務を紹介することで、高齢者活用のヒントを示しま
す。

Ⅲ章

葬儀業において高齢者が活躍しやすい業務（調査結果より）

①葬儀一式を一貫して担当（ワンオペレーション）
②事前相談への対応
③若手従業員へのサポートによる分業体制の確立
④短日・短時間で清掃等の周辺業務を担当

16



Ⅲ章　葬儀業における高齢者活用の方策

（1）葬儀一式を一貫して担当（ワンオペレーション）
本事業で行ったアンケート調査によれば、高齢従業員が担当している業務として、「葬儀一式」を挙げ
る企業が多くなっています。葬儀一式は、高齢従業員のなかでも、60 歳台前半の正社員や、再雇用され
た元正社員が担当していることが多いようです（図表 7）。
遺族の気持ちに寄り添い、多くの葬儀経験をもつ高齢従業員が葬儀一式を一貫して担当（ワンオペ
レーション）することで、顧客の信頼を確保することにつながっています。

図表 7　60 歳以上従業員の業務内容

（出所）「令和元年度葬儀業高齢者活用実態調査結果」

60 歳〜 64 歳
の正社員

60 歳〜 64 歳
の非正社員（以
前は正社員）

60 歳〜 64 歳
の非正社員（以
前も非正社員）

60 歳以上の新
規採用者

65 歳以上の従
業員

（n=123） （n=47） （n=37） （n=44） （n=144）
葬儀一式の担当 49.6 31.9 0.0 4.5 27.8
葬儀一式の補助 49.6 53.2 35.1 25.0 43.8
事前相談 39.0 31.9 5.4 4.5 31.3
葬儀のプランニング 31.7 23.4 2.7 4.5 16.0
葬儀に係わる諸届けの支援 33.3 23.4 5.4 11.4 20.1
遺族のメンタルケア 20.3 10.6 2.7 4.5 13.2
葬儀の司会進行 22.0 19.1 2.7 2.3 12.5
葬儀会場の設営 48.0 46.8 16.2 18.2 38.9
生花・飾り付け 14.6 12.8 2.7 2.3 12.5
夜間の受付・対応 25.2 23.4 13.5 11.4 17.4
夜間以外の受付・対応 27.6 23.4 2.7 9.1 16.7
遺体処置、納棺 26.0 21.3 0.0 4.5 16.7
輸送業務 36.6 42.6 13.5 15.9 27.1
霊柩運送以外の運転業務 28.5 36.2 8.1 9.1 18.8
飲食会場関連業務 15.4 21.3 32.4 11.4 15.3
返礼・ギフト等アフター業務 19.5 12.8 10.8 4.5 8.3
葬具在庫管理 26.8 21.3 5.4 6.8 22.9
営業 13.0 14.9 2.7 2.3 8.3
経理 16.3 8.5 2.7 2.3 9.0
事務 19.5 21.3 21.6 6.8 14.6
その他 7.3 8.5 2.7 11.4 11.8
無回答 7.3 12.8 10.8 40.9 9.0

＜高齢者の活躍イメージ①＞
顧客信頼確保のために、顧客に対してワンオペレーションで対応し、活躍し
ている高齢従業員がいます。

＜A社さんの例＞
営業担当だが、葬儀全般、一通りのことが全てできる。また、経験が長い
ことから、仕入れ価格や、マネジメントまで考えながら、葬儀時間超過の
際の価格設定等も、臨機応変に現場で即決できる。

＜B社さんの例＞
寺や周囲との付き合いも長いため、顔も知られており、宗教者や顧客から
の信用も得られている。

＜C社さんの例＞
休みのローテーションに組入れていないため、高齢者は残業や夜間勤務な
しで働いている。新規案件は60 歳以下の従業員に任せているが、顧客の
指名があった場合は高齢従業員に対応してもらっている。
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Ⅲ章　葬儀業における高齢者活用の方策

（2）事前相談への対応
本事業で行ったアンケートに回答した企業の約 9 割が、10 年前に比べて葬儀の事前相談を受けるケー

スが増えたとしています。また、事前相談を事業戦略上重視していると答えた企業が 9 割を超えています。
葬儀業にとってますます重要性を増している事前相談ですが、地域ネットワークのなかで高齢従業員が

相談を受けることが多いとの指摘があります。
事前相談を担当するベテラン社員には、事前相談から葬儀までの流れについて知っているだけでなく、

顧客心情に配慮したコミュニケーション能力や、顧客の意思決定を支援する能力、顧客の気づきを促し整
理する能力が求められますが（図表 8）、多くの葬儀経験を有している高齢者こそ、顧客の感情に寄り添
いながら、葬儀の事前相談に的確に対応できると期待されます。

＜高齢者の活躍イメージ②＞
地域内ネットワークを活かした事前相談への対応で、提案営業などを行う高
齢従業員がいます。

＜A社さんの例＞
事前相談については、町内会も含め、地域ネットワークのある高齢者に相
談が行きがち。葬儀だけではない様々なアドバイスをしている。親戚単位、
町内単位で葬儀を行う地域特性で、対応を間違うと今後住めなくなってしま
う地域もあり、事前にどういった葬儀にするのかを伝え、精神的不安をか
けないようにしている。

＜B社さんの例＞
事前相談において、ニーズを丁寧に聴いて、相談者が喜びそうな提案がで
きるのは、高齢者ならではの営業である。

＜C社さんの例＞
事前相談は、常駐している高齢従業員が初期対応することが少なくない。
相談する側も高齢化しているので、高齢者が相談対応したほうが信頼し安
心してもらえる。人生経験から、相手の気持ちに寄り添うこともできてい
る。
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Ⅲ章　葬儀業における高齢者活用の方策

図表 8　ベテランに望まれる事前相談のスキル・知識

（出所）「令和元年度葬儀業高齢者活用実態調査結果」

顧客の心理的負担を軽減する方策を提案する能力がる

顧客の意思決定を支援する能力がある

顧客心情に配慮したコミュニケーション能力がある

顧客の気づきを促し、整理する能力がある

顧客の要望を把握し、それを満たす提案力がある

事前相談から葬儀までの流れについて知っている

葬祭の形式及び自社の商品・サービスについて知っている

葬儀に関わる各種申請・届出の種類と具体的実務を知っている

カウンセリングのマネジメント能力がある

基本的な接遇サービスができる

個人情報の取り扱いに関する知識

パソコンの基本操作ができる

その他

無回答 15.4%

1.6%

47.2%

56.9%

57.2%

60.4%

60.7%

61.6%

61.6%

64.5%

65.7%

66.0%

66.4%

67.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

（n=318）

80.0%
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Ⅲ章　葬儀業における高齢者活用の方策

（3）若手従業員との分業（得意業務の組み合わせ、サポート）
アンケート調査の回答企業の 3 社に 1 社以上が、「高齢者と若年者が共同作業をすることで波及効果が

得られる」ことを高齢者雇用のメリットとしてあげています（p.9、図表 1）。
高齢者には知識、技術、技能の伝承や後進の指導・育成が期待されていますが（図表 9）、若手従業員

と高齢従業員がともに働き、お互いの得意業務を組み合わせ、サポートしあうことで、いままで以上の
力を発揮できることがあります。若年者が不足する経験や知識を高齢者が補い、高齢者が困難な作業を
若年者が補う効果が期待できます。

＜高齢者の活躍イメージ③＞
若手従業員と業務をマッチングさせ、互いに補完している高齢従業員がいま
す。

＜A社さんの例＞
夜間の電話受付を高齢者に任せている。以前は若手社員がしていたが、高
齢者に対応してもらうことで、若手が日中の業務に集中できるようになっ
た。高齢者が活躍できるとともに、若手の負担軽減やワークライフバラン
スの観点からも効果的である。また、高齢者がマニュアルどおりではなく
臨機応変な対応ができることも助かっている。

＜B社さんの例＞
高齢者に葬儀のアフターフォロー（四十九日の明けの後片付け）や通夜のサ
ポートをしてもらっている。若手社員と高齢者をペアにして行かせると、顧
客はベテランに見える高齢者によく声をかけている。若手社員だけで行く
よりも、高齢者がいることが顧客の安心につながっていると感じる。

＜C社さんの例＞
現在活躍しているシニアスタッフは、現場の業務も実施しながらマネジメン
トもしているので、社員が増えたら業務を切り分けて全体を俯瞰できるよ
うにしたい。その一方で、シニアスタッフが蓄積したスキルを周囲の他のス
タッフに継承していきたいと考えている。

＜D社さんの例＞
企業内での葬儀担当はいわゆるディレクターで、葬儀補助は祭壇飾り、撤
収、会葬者の誘導、受付のサポートなどを行う位置づけ。マニュアル的な
分業はできないので、葬儀の規模などによって、個人の得意な面を組み合
わせて会社でマッチングを行っている。

20



Ⅲ章　葬儀業における高齢者活用の方策

図表 9　60 歳以上の従業員に対し、期待する役割

（出所）「令和元年度葬儀業高齢者活用実態調査結果」

知識、技術、技能の伝承

周辺業務のサポート

後進の指導・育成

周囲からのよき相談相手となること

知識、技術、技能の発揮

担当者として成果を出すこと

事前相談への対応

職場の管理・監督

管理職のサポート

その他

特になし

無回答 3.2%

5.9%

2.3%

23.7%

27.4%

30.1%

30.6%

34.2%

45.7%

49.3%

51.6%

52.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

（n=219）

40.0% 50.0% 60.0%
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Ⅲ章　葬儀業における高齢者活用の方策

（4）短日・短時間で清掃等の周辺業務を担当
葬儀業では、この業界で長く働いてきた人たちばかりでなく、高齢になってからこの業界に入ってき

た人たちも活躍しています。
葬儀業で長く働いてきた高齢者は、葬儀一式をワンオペレーションで担当したり、若手従業員に知識・

技術・技能を伝承することが期待されています。一方、高齢になってからこの業界に入ってきた人たち
は、ホールやロビーの清掃業務を行ったり、各葬儀会場をまわって看板の設置・撤去を行ったりしてい
ます。これまで正社員等が担当していた業務のなかから周辺業務を切り出して高齢従業員が担うことで、
正社員の負担が軽減されたとの声があります。また、周辺業務を切り出して担当してもらうことで、高
齢者が体調や家庭の事情に合わせて短日・短時間で働くことができたり、葬儀業の経験が浅い人でも活
躍することができています。

＜高齢者の活躍イメージ④＞
短日・短時間で清掃業務等の周辺業務を行い、正社員の負担軽減に寄与して
いる高齢従業員がいます。

＜A社さんの例＞
これまで各葬儀会場で担当者がそれぞれ行っていた看板立ての設置・撤去
の作業を切り出して、高齢者に任せている。高齢者が各会場を回って、こ
の業務を行っている。

＜B社さんの例＞
特殊免許が不要なこともあり、1回 2、3時間の勤務でよいことから、車の
運転は安全運転のできる高齢者の仕事としている。

＜C社さんの例＞
葬儀経験のない高齢女性が、パートタイムで働いている。仕事は、葬儀会
場やロビーの清掃。会場の入れ替えに合わせて清掃業務を行っている。高
齢期にどれだけ働きたいかは人によって違いがあり、本人の体力やご家庭
の事情、ニーズを踏まえて、働く日数や時間を決めている。

22



Ⅲ章　葬儀業における高齢者活用の方策

（3）まとめ
以上みてきたように、葬儀業は、従業員が高齢になっても、それまでに蓄積した知識やノウハウ、地

縁等ネットワークを活かして活躍できる業界であり、実際に活躍している高齢者も少なくありません。
また、若いころから葬儀業で働いてきた人だけでなく、定年後に他業界からこの業界に入ってきて、

必要な知識やノウハウを新たに身に着け、活躍している人もいます。
さらに、清掃等の周辺業務を担っている高齢者従業員もいます。業界特有の知識や技能をさほど必要

としないため、職業経験のない人も含めて幅広い層の高齢者が働いています。周辺業務を切り出すこと
で正社員の負担を軽減することができるので、こうした人材も企業にとって大事な戦力です。未経験者
だけでなく、高齢期に体力や家庭の事情に合わせて短日短時間などでペースを落として働く高齢者もい
ます。

いずれにせよ、このようなことから、葬儀業は、高齢者が長く働き続けられる業界ということができ
ます。
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Ⅲ章　葬儀業における高齢者活用の方策

２．高齢者が活躍し、経営パフォーマンスに貢献するための会社側の取り組み

（1）高齢者の能力や意欲を高めてもらうための方策
高齢者が活躍している企業では、高齢者の能力や意欲を高めてもらう工夫をしています。また、働く

意欲を高め、能力を十分発揮してもらうには、高齢従業員とのコミュニケーションや情報共有などに配
慮することも必要です。

ここでは、高齢者活躍に向けた会社側の取り組みを、企業の生声を中心に紹介します。

＜ポイント①＞
高齢従業員が活躍している企業では、高齢者の能力や意欲を高めてもらう工
夫をしています。高齢者とのコミュニケーション、情報共有などにも配慮し
ています。

＜A社さんの例＞
「葬祭ディレクター」は難しいが、「葬祭コーディネーター」は高齢従業員や
パートも名乗ることができる。全葬連のテキストを用いて、教育研修に葬
祭コーディネーターのテストを取り入れ、知識の漏れがないか確認してい
る。

＜B社さんの例＞
高齢従業員に対しても評価を行い、スキルや働きに応じて賞与を払ってい
る。高齢者に任せている夜間の電話応対もモニタリングチェックを行い、
結果をフィードバックし、賞与に反映している。応対品質の向上にも役立っ
ている。

＜C社さんの例＞
緊急事態宣言下では、高齢者についてはご本人の希望で暫く休みにしたり、
時差出勤やマイカー通勤を認めて、少しでも安心してもらえるようにした。

＜D社さんの例＞
経験のある高齢従業員はプライドが高い人が多いので、注意する際も尊厳
を傷つけないよう言い方に気を付けている。

＜E社さんの例＞
全体ミーティングを1か月に1度開催し、会社の方針を伝えて意思統一を
図っている。高齢者は、自分たちだけが知らなかったということに敏感なの
で、口頭で伝え、さらに掲示もして、情報共有を徹底している。
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Ⅲ章　葬儀業における高齢者活用の方策

（2）高齢者が従事する職務の切り出し・依頼方法の工夫
特に中小規模の葬儀事業者では、顧客の信頼を確保するためにも、一つの葬儀の担当者は固定するこ

と（ワンオペレーション）が望ましいという見解をもっているところが少なくありません。しかしなが
ら、働き方改革に対応するため、業務を切り出して分業する動きがあります。ワンオペレーションのメ
リットである顧客の信頼を維持しながら、分業を行うために、情報の共有や、依頼方法を工夫するなど
しています。

＜ポイント②＞
高齢従業員が活躍している企業では、顧客の信頼を確保するためにも、一つ
の葬儀の担当者は固定すること（ワンオペレーション）が望ましいという見
解は有しながら、高齢従業員の活躍や働き方改革関連法への対応のためにも、
職務を切り出して、分業するような取り組みをしています。

＜A社さんの例＞
一人の従業員が一貫して葬儀を担うワンオペレーションが基本ながらも、有
給休暇の取得などを促すため、また、高齢者などに十分な休養を取っても
らうため、情報の共有化や、人材のマネジメントには注意している。

＜B社さんの例＞
一連の葬儀の中で、搬送、受注、葬儀と担当者が分かれるのは遺族の心情
としてあまりよくない。分業しすぎないほうがよいと思っているが、受注か
らお通夜に入るところくらいまでで分業できる工夫をしていきたい。高齢者
や若手など様々な人の特徴を組み合わせれば、役割が明確になり業務の効
率化が進むと思う。従業員の長所・短所をよく理解し把握しておくことが大
切。

＜C社さんの例＞
事前相談の内容を記載する「事前相談票」や、「葬儀チェックシート」を作
り、顧客の要望等を万全に引継げる工夫をしている。喪主と打合せながら
記入する「業務確認書」は、行き違いやクレーム防止にも役立っている。

＜D社さんの例＞
ワンオペレーションには、担当者によりサービスレベルに差が出てしまう問
題もある。誰が担当しても同じレベルのサービスを提供できるよう、業務
のマニュアル化を徹底するとともに、社員全体のスキルの底上げに注力し
ている。「誰が」ではなく「皆さん親切でした」と言われたいと思っている。

＜E社さんの例＞
事前相談から通夜、葬儀までの流れの中で、担当者が代わることを顧客に
は予め伝えている。
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Ⅲ章　葬儀業における高齢者活用の方策

（3）まとめ
葬儀業は、従業員が高齢になっても、それまでに蓄積した知識やノウハウ、地縁等ネットワークを活

かして活躍できる業界ですが、高齢者が十分な活躍をし、経営パフォーマンスに貢献するためには、企
業側の取組も必要です。

短日・短時間勤務など、通常の社員とは異なる働き方をする高齢者でも「自分だけが知らなかった」
ということがないよう、高齢従業員とのコミュニケーションや情報共有などに配慮する、プライドを傷
つけないように注意するときにも言い方に気をつけることなども、大切な配慮です。

また、人手不足を背景に誰もが活躍できる社会を目指す「働き方改革」への対応が求められるなか、
ワンオペレーションのメリットである顧客の信頼を維持しながら、分業体制を構築することも必要とな
ります。そのことは高齢者が活躍できる機会を広げ、葬儀事業者が人材を確保することにもつながりま
す。
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Ⅲ章　葬儀業における高齢者活用の方策

３．今後の葬儀業における発展的な高齢者活用にむけて

（1）『事前相談』への的確な対応と提案営業の推進
今後さらに求められる事前相談について、高齢従業員の信頼とネットワークを活かしながら、更に発

展的な提案営業ができるようにします。

現時点でも、葬儀の「事前相談」においては地域とのネットワークのある高齢従業員が相談を受ける
ことが多いとの指摘があります。また、日中、事務所に常駐することの多い高齢者が「事前相談」を受
け付けることが多くなっているとも聞きます。相談に訪れる顧客も高齢化していることから、高齢従業
員が応対することはお客様の安心につながります。

今後さらに発展的な提案営業ができるように、さらに学ぶことを希望する高齢従業員の学習を支援す
るとともに、提案営業において若手従業員等と協同できる仕組みを考えることが考えられます。

（2）ワンオペレーションのメリットを維持しながら、発展的な分業体制の構築
顧客の信頼を確保するためのワンオペレーションのメリットは維持しながら、バックアップ体制の構

築や情報共有の仕組み作りを行うことで、働き方改革関連法に対応した、働きやすい体制を構築します。

葬儀業でも、若手人材を確保するには（採用できる・辞めない）、休日制度等においても一般企業並み
の対応が求められます。また、休日働き方改革関連法の施行で残業規制が強化されています。当直明け
には担当者を休ませることが必要です。そうしたなかで従来のワンオペレーションを維持することは難
しくなっているのが現実です。ワンオペレーションのメリットである顧客の信頼を維持しながら、持続
可能な分業体制を構築していくことが必要です。先行企業では、徹底した業務のマニュアル化や、伝達
を徹底する仕組みの構築に取り組んでいます。

今後、葬儀業において更に活躍してもらうために、新たに業界として推進してい
くべきポイントは以下の 3 点です。
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Ⅲ章　葬儀業における高齢者活用の方策

（3）IT・ロボットの積極的な活用による肉体的負担の軽減
葬儀施行とは切り離せない肉体労働部分については、積極的なロボットの活用等を薦めると共に、各

種情報共有については IT 活用を推進し、生産性の向上を追求します。

棺の上げ下ろしや運搬、霊柩車への搬入などの肉体的負担を軽減するために、人の動きを補助するロ
ボット等を活用することも長い目でみれば必要となるでしょう。短期的には、ロボットを導入しないま
でも、台の高さを見直したり、少ない力で台の上げ下ろしのできる補助具を取り付けなどで、コストを
あまりかけずに、体への負担を軽減することなどが考えられます。

IT 活用については、クラウドサービスが普及することで、導入コストが下がり、中小企業にも導入し
やすい状況が生まれています。公的な相談支援なども充実してきています。

経営者がやる気になれば、中小企業でもできる取り組みはまだまだあるはずです。

（4）まとめ
高齢者活用に取り組むことは、高齢従業員のためだけではありません。
高齢者活躍推進を切り口に、誰もが能力を十分に発揮し活躍でき、長く働くことができる職場づくり

に取り組むことは、みなが活躍でき働き続けられることにつながります。「ワンオペレーション」のメ
リットを維持しながら、担当者に過度な負担がかかることのない分業体制を構築することは、自然と「働
き方改革」への対応となり、また、生産性を向上させて企業を強くすることにつながります。

高齢者雇用推進をきっかけに、多くの葬儀業企業が未来に向けて取り組むことが望まれます。
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資料編　１．葬儀業高齢者活用実態調査結果

１．葬儀業における高齢者活用の実態〜葬儀業高齢者活用実態調査結果〜
令和元年度に全日本葬祭業協同組合連合会に加盟する全国の葬儀事業者に対して実施したアンケート

調査結果より、葬儀業における高齢者活用に関する部分を抜粋して掲載します。※

【調査の概要】

…■調査名：葬儀業高齢者活用実態調査
…■調査実施時期：令和元年 10〜 11月
…■調査対象：全日本葬祭業協同組合連合会に加盟する葬儀事業者（1,316 社）
…■回収数：318社（回収率 24.2%）

※本調査の中では、葬儀業、葬儀事業者について、葬祭業、葬祭事業者と記載している箇所があります。
※業界の動向や業況等を含むアンケート調査結果の全体について葬祭業協同組合連合会のホームページ（会員専用ページ）にてご覧いただけ

ます。（https://www.zensoren.or.jp/）

（1）回答企業の属性
①所在地（都道府県）

「東京都」の割合が最も高く 12.6％となっている。次いで、「北海道（9.4％）」となっている。
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資料編　１．葬儀業高齢者活用実態調査結果

②組織形態（Q2）
「株式会社」の割合が最も高く 58.2％となっている。次いで、「有限会社（39.6％）」、「個人事業主

（1.3％）」、「合資・合名会社（0.6％）」となっている。

③従業員数（Q3）
ほぼ半数（49.7％）が9人以下である。「5〜9人」の割合が最も高く28.6％となっている。次いで、

「10 〜 19 人（23.3％）」、「4 人以下（21.1％）」となっている。

※グラフにある n=xx は、その質問に回答した葬儀事業者の数を表している。（以下同じ）
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資料編　１．葬儀業高齢者活用実態調査結果

（2）採用や人材確保の状況
① 60歳を超える正社員数が最も多くなる時期（Q4）

「10 年以上先」とする企業は 50.3％であり、残る約半数の企業は 10 年以内にピークを迎えること
になる。「10 年以上先」に次いでは、「6 〜 9 年後（18.2％）」、「現在又は過去（16.4％）」という企業
が多い。

②過去 3年間での新たな従業員の採用（Q14）（複数回答可）
「正社員を中途採用（葬祭業未経験者）した」の割合が最も高く 50.0％となっている。次いで、

「パートタイマーやアルバイトを採用した（41.8％）」、「正社員を中途採用（葬祭業経験者）した
（24.5％）」となっている。
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資料編　１．葬儀業高齢者活用実態調査結果

③従業員の過不足感（Q17）
「従業員はやや不足している」の割合が最も高く 56.0％となっている。次いで、「従業員は不足し

ている（17.9％）」、「従業員はやや過剰気味である（17.3％）」となっている。

④女性や高齢者、外国人材等の活用：現在・今後（Q18）
人材不足に対応するために過去に比べて活用するようになった人材について尋ね、さらに、今後

の意向について聞いたところ、現在、今後とも「女性」を挙げる企業が最も多く、次いで「外注・
派遣」、「高齢者」が多くなっている。
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（3）高齢者雇用に関わる制度等について
①正社員の定年の定め（Q26）

「一律に定年年齢を定めている」の割合が最も高く 69.2％となっている。次いで、「定年年齢は定
めていない（24.8％）」、「職種や仕事内容によって定年年齢は異なる（4.4％）」となっている。

②定年年齢（Q26-1）
一律に定年年齢を定めている場合の年齢は、平均 62.2 歳、最高 75.0 歳となっている。
職種や仕事内容により異なる定年年齢を定めている場合の年齢は、平均 63.8 歳、最高 70.0 歳となっ

ている。

※職種や仕事内容によって異なる場合は、主な職種や仕事内容の定年年齢を回答してもらった。
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資料編　１．葬儀業高齢者活用実態調査結果

③（定年を定めている場合）定年到達者を引き続き継続雇用する仕組みの有無（Q27）
定年到達者を引き続き雇用する仕組みが「ある」とする割合が 94.9％を占めている。

④（継続雇用する仕組みがある場合）働き続けられる上限年齢の定め（Q28）
継続雇用する仕組みがある場合の働き続けられる上限年齢は「定めていない（55.9％）」が、「定め

ている（42.3％）」を僅かながらも上回っている。
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⑤（働き続けられる上限年齢を定めている場合）働き続けられる上限年齢（Q28-1）
働き続けられる上限年齢を定めている場合、その年齢は、平均66.7歳、最高で75.0歳となっている。
また、実際に業務についている最高齢者の年齢については、平均 66.5 歳、最高で 79.0 歳となって

いる。

⑥役職定年を定めているか（Q29）
役職定年について「定めていない」が 88.4％、「定めている」7.2％となっている。

⑦（役職定年を定めている場合）役職定年の年齢（Q29-1）
役職定年を定めている場合、その年齢は、平均 63.0 歳、最高 70.0 歳となっている。
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（4）高齢者の有無や担当業務について
① 60歳以上の従業員の有無（Q30）

60 歳以上の従業員が「いる」とする企業が 70.4％を占めている。

②（60歳以上の従業員がいる場合）タイプ別 60歳以上従業員の有無（Q31-1）
（②〜④は、60 歳以上の従業員がいる企業に回答を求めている。）※いない場合は Q39 へ

「① 60 歳〜 64 歳の正社員」がいる企業は 54.9％となっている。「② 60 歳〜 64 歳の非正規社員で、
59 歳以前は貴社の正社員だった人」がいる企業は 21.0％、「③ 60 歳〜 64 歳の非正規社員で、59 歳
以前も貴社の非正規社員だった人」は 16.5％である。「④　60 歳以上の新規採用者」がいる企業は
19.6％となっている。また、「⑤ 65 歳以上の従業員（正社員・非正規社員を問わない）」がいる企業
は 64.3％となっている。
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③各タイプの 60歳以上従業員の人数（Q31-2）
各タイプの該当者がいる場合の人数は、下表のとおりとなっている。

④各タイプの 60歳以上従業員の業務内容（Q31-3）
■業務別

網掛けは、該当する者がいるとする企業のうち、その業務を担当しているとする企業の割合が 3
割以上のものに付している。担当していると回答する企業の割合を業務別に比較すると、「葬儀一式
の担当」については、「60 〜 64 歳の正社員（49.6％）」が最も多く、「60 〜 64 歳の非正規社員（以前
は正社員）（31.9％）」が次いでいる。「葬儀一式の補助」については、「60 〜 64 歳の非正規社員（以
前は正社員）（53.2％）」が最も多く、「60 〜 64 歳の正社員（49.6％）」が次いでいる。「事前相談」に
ついては、「60 〜 64 歳の正社員（39.0％）」が最も多く、「60 〜 64 歳の非正規社員（以前は正社員）

（31.9％）」が次いでいる。

※その他：「役員（兼務含）」「葬儀全般」「顧客対応」「店販売」「仏壇仏具販売」「霊柩車運転業務」「親族対応、生活補助」
　「教育・サポート」「集金」「清掃」「火葬場」「夜間電話番」「調理・サービス」「倉庫整理」「木工作業員」「営業企画」
　「斉場（交通）案内・誘導」
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■タイプ別
60 歳〜 64 歳の正社員は、「葬儀一式の担当」と「葬儀一式の補助」の割合が最も高く 49.6％となっ

ている。次いで、「葬儀会場の設営（48.0％）」となっている。
60 歳〜 64 歳の非正規社員（以前は正社員）は、「葬儀一式の補助」の割合が最も高く 53.2％となっ

ている。次いで「葬儀会場の設営（46.8％）」、「運送業務（42.6％）」となっている。
60 歳〜 64 歳の非正規社員（以前も非正規社員）は、「葬儀一式の補助」の割合が最も高く 35.1％

となっている。次いで、「飲食会場関連業務（32.4％）」、「事務（21.6％）」、「葬儀会場の設営
（16.2％）」となっている。

60 歳以上の新規採用者は、「葬儀一式の補助」の割合が最も高く 25.0％となっている。次いで、「葬
儀会場の設営（18.2％）」、「運送業務（15.9％）」となっている。

65 歳以上の従業員は、「葬儀一式の補助」の割合が最も高く 43.8％となっている。次いで、「葬儀
会場の設営（38.9％）」、「事前相談（31.3％）」となっている。

下のグラフは、60歳〜64歳の正社員について、どのような業務を担当しているかを示している（数
字は、60 歳〜 64 歳の正社員が担当していると回答した企業の割合）。

【従業員の業務内容（60歳～ 64歳の正社員）】
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（5）高齢者雇用のメリットと課題
（以下の設問は 60 歳以上の従業員（ただし「60 歳以上の新規採用者」を除く）がいる企業に回答を求

めている）※いない場合は Q39 へ

① 60歳以上の従業員に対し、期待する役割（Q32）
「知識、技術、技能の伝承」の割合が最も高く 52.1％となっている。次いで、「周辺業務のサポー

ト（51.6％）」、「後進の指導・育成（49.3％）」となっている。

※その他：「留守番」「宿直」「火葬場」
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② 60歳以上の従業員を雇用しつづけることのメリット（Q33）
「高齢者が培ってきた地域のネットワーク・人脈が活かせる」の割合が最も高く 67.1％となってい

る。次いで、「高齢の顧客に対し安心・信頼が得られる（49.3％）」、「高齢者が有している地域のしき
たりや昔話などが活かせる（43.4％）」となっている。

※その他：「熟練された技術、非常時の対応」「教育」「火葬場」「人手不足の解消」「人がいないのでどうしても必要」
　「仕事が入ったときだけのバイト」
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③ 60歳以上の従業員の働きぶり等の満足度（Q34）
いずれの項目についても、「満足計」（「大いに満足」「満足」「やや満足」の計）が、「不満計」（「大

いに不満」「不満」「やや不満」の計）を上回っている。
「満足計」の割合は、「能力」83.1％、「意欲」76.7％、「後進の指導・育成」61.2％、「地域や顧客の

信頼獲得への貢献」81.3％、「事前相談への対応」66.2％、「働きぶり全般」79.9％となっている。
「大いに満足」の割合は、「能力」「意欲」「地域や顧客の信頼獲得への貢献」が 14.2％と最も高く、

「働きぶり全般（13.7％）」が次いでいる。
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④ 60歳以上の従業員を雇用しつづける上での課題（Q35）
「本人の身体能力が低下している」の割合が最も高く 50.2% となっている。次いで、「IT ツールの

操作ができない（38.4%）」、「新しいことに対応する意欲が低い（32.0%）」となっている。

※その他：「柔軟に対応できない場合がある」
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⑤ 60歳以上の従業員を就業させる際の配慮：実施していること（Q36-1）
「慣れている仕事に継続して配置する」の割合が最も高く 76.7% となっている。次いで、「肉体的

に負担の少ない仕事に配置する（58.4%）」、「高齢従業員を対象とした健康診断を実施する（45.2%）」
となっている。
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⑥ 60歳以上の従業員を就業させる際の配慮：必要と思うこと（Q36-2）
「50 代・60 代の従業員を対象にマインドセット研修をする（36.1％）」が最も高く、次いで「高齢

従業員が新しい知識・スキルを獲得することを支援する（32.9％）」となっている。
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⑦ 60歳以上の新規採用者に対し期待する役割（Q37）
（⑦⑧は 60 歳以上の新規採用者がいる企業に回答を求めている。）※いない場合は Q39 へ

「周辺業務のサポート」の割合が最も高く 54.5％となっている。次いで、「周囲からのよき相談相
手となること（22.7％）」、「知識、技術、技能の発揮（20.5％）」となっている。
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⑧ 60歳以上の新規採用者についての満足度（Q38）
いずれの項目についても、満足計（「大いに満足」「満足」「やや満足」の計）が、不満計（「大い

に不満」「不満」「やや不満」の計）を上回っている。特に「能力（56.8％）」、「意欲（56.8％）」、「働
きぶり全般（56.8％）」については、満足計が過半数を占めている。
「大いに満足」とする割合が最も高いのは、「意欲（9.1％）」である。
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⑨ 60歳以上の人材を新規採用する上での課題（Q39）
（⑨は、該当者がいない企業にも回答を求めている。）
「IT ツールの操作ができない」の割合が最も高く 37.1％となっている。次いで、「本人の身体能力

が低下している（35.8％）」、「新しいことに対応する意欲が低い（22.3％）」となっている。

※その他：「若手の仕事量が減ることがあたり前になる」「覚えが遅い」「問題があった時の報告が一方的である」
　「本人に就業意欲があれば問題ない」
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（6）高齢者等に対する研修等の実施
①実施している研修等（Q19）

回答企業において実施している研修等としては、「「葬祭ディレクター」資格取得支援」の割合が
最も高く 61.3％となっている。次いで、「「全葬連葬儀事前相談員」資格取得支援（39.6％）」、「新人
研修（葬祭業で働く上での基礎的知識・スキル等）」資格取得支援（38.7％）」となっている。

※その他：「社員同士のアドバイス」「2 種免許や他資格取得への補助」「霊柩車運転技能資格等」「組合での研修に参加させている」
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②実施しているもの（年齢層別）（Q20）
年齢層別に計画的 OJT や研修の実施状況を尋ねたところ、いずれの能力開発機会についても、若

年層（新入社員等）や中堅層（20 代後半〜 30 代）、ベテラン層（40 〜 50 代）に比べて、60 歳以上
の従業員に対する実施率は低くなっている。

60 歳以上の従業員のなかでは正社員に対する実施率が比較的高く、「業務に関わる研修等の受講
（8.9％）」、「計画的 OJT（8.5％）」、「自己啓発支援（8.5％）」となっているが、いずれも実施率は「該
当する従業員がいる」企業の 1 割未満となっている。

※数字は、各年齢層について「該当する従業員はいない」を除いた件数に対する割合。

50



資料編　１．葬儀業高齢者活用実態調査結果

③ 50代従業員に対する 60歳以降の働き方や生活に関する説明（Q21）
50 代の従業員に対して、60 歳以降の働き方や生活に関して説明を行っているか尋ねたところ、説

明を行っているものとしては「雇用形態」の割合が最も高く 43.4％となっている。次いで、「労働時
間、勤務日数（33.0％）」、「仕事内容（28.9％）」となっている。

※その他：「グループ会社への転籍」「65 歳定年」「していない」等
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（7）事前相談の担当者と求められるスキル等
①事前相談の担当者（Q24）

主に誰が事前相談を行っているか尋ねたところ、「高齢者（60 歳以上）」を挙げる企業の割合は
17.9％となっている。「ベテラン（40 〜 50 代）」の割合が最も高く 80.5％となっている。次いで、「男
性（47.5％）」、「中堅層（20 代後半〜 30 代）（43.1％）」となっている。

※その他：「事前相談員、一級ディレクター」「営業スタッフ」「葬儀スタッフ全般」「全員」「その日出勤しているスタッフ」「取締役」
　「社長・相談役」「社長・事業主」「特に決まりなし」
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②最低限必要な事前相談のスキル・知識（Q25-1）
「事前相談」に必要なスキル・知識はどのようなものか尋ねた。最低限必要なスキル・知識として

は、「事前相談から葬儀までの流れについて知っている」の割合が最も高く 90.9％となっている。次
いで、「葬祭の形式及び自社の商品・サービスについて知っている（89.3％）」、「基本的な接遇サービ
スができる（89.0％）」となっている。

※その他：「式場等の座席数、宿泊可否説明等」「人脈」
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③ベテランに望まれる事前相談のスキル・知識（Q25-2）
「事前相談」に必要なスキル・知識として、ベテランに望まれるものを尋ねたところ、「顧客の心

的負担を軽減する方策を提案する能力がある」の割合が最も高く 67.3％となっている。次いで、「顧
客の意思決定を支援する能力がある（66.4％）」、「顧客心情に配慮したコミュニケーション能力があ
る（66.0％）」、「顧客の気づきを促し、整理する能力がある（65.7％）」となっている。
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２．高齢者雇用に関わる法制度・支援に関する情報
（1）令和 3 年改正高年齢者雇用安定法の概要

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高
年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者
等の雇用の安定等に関する法律」（高年齢者雇用安定法）の一部が改正され、令和 3 年 4 月 1 日から施行
されます。

現行制度では、事業主に対して 65 歳までの雇用機会の確保のための措置が義務付けられていました。
改正法は、これに加えて、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、65 歳から 70 歳までの就業機
会の確保のための多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの高年齢者就業確保措置を講じ
る努力義務を設けるものです。

具体的には、① 70 歳までの定年引上げ、② 70 歳までの継続雇用制度の導入、③定年廃止、労使で同
意した上での雇用以外の措置（④継続的に業務委託契約する制度、⑤社会貢献活動に継続的に従事でき
る制度）の導入のいずれか）が挙げられています。

（次ページに続く）

図表 10　改正高年齢者雇用安定法の概要
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（出所）厚生労働省「改正高年齢者雇用安定法概要」
（https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000626609.pdf）
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（2）在職老齢年金と高年齢雇用継続給付
①在職老齢年金の仕組み

厚生年金の支給開始年齢（2020 年 4 月現在、男性は 63 歳に、女性は 61 歳）以降も正社員などとして
働き続けると、賃金の額に応じて厚生年金が減額されて支給されます。これを「在職老齢年金」といい
ます。

減額対象になるのは、65 歳未満の場合、本来の年金額と月額換算の賃金（年収の 12 分の 1）の合計が
28 万円を超える者です。

なお、勤務時間・勤務日数が正社員よりも短く、厚生年金に加入していない方については、厚生年金
は減額されずに全額受給できます。

詳しくは日本年金機構の HP をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/01.pdf

一方、65 歳以上 70 歳未満の厚生年金被保険者を対象とした在職老齢年金は、老齢厚生年金の月額と
総報酬月額相当額の合計が 47 万円を超える場合、超えた部分の 2 分の 1 が支給停止されます。

図表 11　60 歳代前半の在職老齢年金　支給停止額

注 1）総報酬月額相当額…月額換算の賃金（賞与込みの年収の 12 分の 1）
注 2）基本月額…年金額を 12 か月で除した額
注 3）算定の前提となる 28 万円及び 47 万円の水準は、マクロ経済スライドにより毎年見直されます（この金額は 2020 年度現在のものです）。
注 4）支給停止額が基本月額を超えたときは、加給年金額は全額支給停止されます。

57



資料編　２．高齢者雇用に関わる法制度・支援に関する情報

【例 1】年金額が 10 万円で、月収が 20 万円の者の場合
・年金額が 10万円で、月収（賞与込みの年収を 12で割った額）が 20万円の者の場合、年金と
月収の合計額が 10万＋ 20万＝ 30万円ですから、在職老齢年金を適用した後の
○手取りの収入は、
月収 20万円＋年金（10万－（30万－ 28万）× 1／ 2＝ 9万円）＝ 29万円
となります。

【例 2】年金額が 10 万円で、月収が 22 万円の者の場合
・この方の賃金が増え、月収が 22万円になったとすると、もとの合計額が
10万＋ 22万＝ 32万円ですから、
○手取りの収入は、
月収 22万円＋年金（10万－（32万－ 28万）× 1／ 2＝ 8万円）＝ 30万円
となります。
・このように、賃金が増えた場合には、年金は減らされますが、手取りの合計額は増える仕組みと
なっています。

在職老齢年金に関して詳しく知りたい方は、日本年金機構のホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/index.html
をご覧ください。

電話での年金相談窓口は以下のとおりです。
「ねんきんダイヤル」0570-05-1165（ナビダイヤル）

また、厚生労働省「在職老齢年金について」
https://www.mhlw.go.jp/qa/dl/nenkin_h24_zaisyokurourei.pdf
もあわせてご覧ください。

58



資料編　２．高齢者雇用に関わる法制度・支援に関する情報

②高年齢雇用継続給付の仕組み
60 歳以降の賃金が、直前の賃金の 75％未満に低下した場合は、「高年齢雇用継続給付」が支払われま

す。なお、労働時間が正社員の概ね 2 分の 1 未満の者の場合は、雇用保険の加入者ではありませんので、
「高年齢雇用継続給付」は受給できません。

高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上 65歳未満の各月の賃金（賞与は関係ありません）が
・60歳時点の賃金の 61％以下に低下した場合は、各月の賃金の 15％相当額
・60歳時点の賃金の 61％超 75％未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の
15％相当額未満の額

となります。

賃金額と算定された支給額の合計が 365,114 円を超える場合は、363,359 円からその賃金を差し引いた
額が支給されます（2020 年 8 月 1 日現在。この額は毎年 8 月 1 日に変更されます）。

支給額の計算は以下のとおりとなります。

【例】60 歳に到達したときに賃金 30 万円だった者が 18 万円に低下したケース
60歳時点の賃金が月額300,000円であったが、60歳以後に月額180,000円に下がった場合には、
60％に低下したことになりますので、180,000円の15％に相当する額の27,000円が支給されます。

高年齢雇用継続給付に関して詳しく知りたい方は、最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）にお問
い合わせください。

また、ハローワークホームページ
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.htm もあわせてご覧ください。

図表 12　高年齢雇用継続給付の支給額の計算方法
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③「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」を同時に受給する際の留意点
―「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」の併給調整―
高年齢雇用継続給付を受けている間は、在職老齢年金の仕組みにより年金額が減額されることに加え

て、さらに高年齢雇用継続給付の 4 割相当の年金が支払停止となります。

【例 1】60 歳に到達したときに月収 30 万円だった者が 18 万円（賞与なし）に低下したケース
・月収が 30万円から 18万円へ下がった場合、高年齢雇用継続給付は下がった後の月収の 15％
が支給されるので、高年齢雇用継続給付は、
・180,000 円（賃金）× 15％＝ 27,000 円となります。
・このとき、年金は、27,000 円× 40％（※）＝ 10,800 円が支給停止となります。
　（※）年金支給停止割合は、高年齢雇用継続給付の 4割。
・年金額が 10万円だとすると、手取りの収入は、
賃金 180,000 円＋高年齢雇用継続給付 27,000 円＋年金（100,000 円－ 10,800 円）
＝ 296,200 円となります。
・なお、年金額と賃金（高年齢雇用継続給付は除く）の合計額が 28万円を超える場合は、賃金 2
に対して年金 1の割合でさらに年金に対して在職支給停止がかかります。この例では、賃金 18
万円＋年金10万円＝28万円で28万円を超えていないので、これ以上の支給停止はありません。

「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」の併給調整に関して詳しく知りたい方は、厚生労働省「雇
用保険と年金の併給調整について」

https://www.mhlw.go.jp/qa/dl/nenkin_h24_tyousei.pdf をご覧ください。
電話での問い合わせ窓口は以下のとおりです。

「ねんきんダイヤル」0570-05-1165（ナビダイヤル）

【例 2】59 歳時点で月収 30 万円、年収 400 万円だった者が 60 歳以降月収 18 万円、年収 252 万
円に変更されたケース
（1）前提条件
① 2020年 4月 2日に 60歳到達、2020年 4月から継続雇用の人をモデルとする。
② 59歳時点の年収は 400万円
　（賃金は月額 30万円、賞与 20万円× 2回＝年額 40万円）。
③ 60歳定年以降の年収は 252万円
　（賃金は月額 18万円、賞与 18万円× 2回＝年額 36万円）。昇給なし。
④特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）は年間 120万円（基本月額 10万円）と設定。

（2）計算方法
① 60〜 62歳…年金が支給されずに高年齢雇用継続給付のみとなります。
・月収が 30 万円から 18 万円へ下がった場合、高年齢雇用継続給付は下がった後の月収の
15％が支給されるので、
180,000 円（賃金）× 15％＝ 27,000 円　となります。
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○手取りの収入は、
賃金 180,000 円＋高年齢雇用継続給付 27,000 円＝ 207,000 円　となります。
②　63歳以降…高年齢雇用継続給付に加えて、在職老齢年金が加わります。
・高年齢雇用継続給付は、180,000円（月収）×15％＝27,000円が支給されます。このとき、
年金は、27,000 円× 40％（※）＝ 10,800 円が支給停止となります。
（※）年金支給停止割合は、高年齢雇用継続給付の 4割（高年齢雇用継続給付の計算には賞与
は含まれません）。ここまでは①と同様です。

・ただし、年金額と賃金（賞与込の年収を 12で割った額、高年齢雇用継続給付は除く）の合計
額が月額 28万円を超える場合は、賃金 2に対して年金 1の割合でさらに在職支給停止がか
かります。
・②の場合、賃金が 21万円（（月収 180,000 円× 12＋賞与 180,000 円× 2回）／ 12＝ 21
万円）、年金が 10 万円なので、賃金と年金の合計が 31 万円となり 28 万円を超えるので、
28万円を超えた分の 1／ 2（（310,000 円－ 280,000 円）× 1／ 2＝ 15,000 円）の年金
がさらに減額されます。減額される年金の合計は 10,800 円＋ 15,000 円＝ 25,800 円とな
ります。
・したがって、
手取りの収入は、賃金 180,000 円＋高年齢雇用継続給付 27,000 円＋
年金 74,200 円（100,000 円－ 25,800 円）＝ 281,200 円　となります。

（3）シミュレーション結果

59歳 60〜 62歳 63歳以降
月例賃金 300,000 円 180,000 円 180,000 円
高年齢雇用継続給付 ― 27,000 円 27,000 円
在職老齢年金 ― ― 74,200 円
合計 300,000 円 207,000 円 281,200 円

・このように、60歳時点の月収（18万円）は 59歳時点（30万円）の 60％になりますが、高年
齢雇用継続給付が受給できるので、手取りは 207,000 円と 93,000 円の減額となります。
・年金が受給できる 63歳以降は、これに在職老齢年金の 74,200 円が加わりますので、手取りは
281,200 円となり、59歳時点の金額よりは 18,800 円低くなるにとどまります。
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④在職老齢年金制度の見直し
令和 2 年 5 月 29 日、第 201 回通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部

を改正する法律」が成立し、令和 2 年 6 月 5 日に公布されました。
この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込

まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図る
ためのものです。

今回の改正に伴い、在職老齢年金制度の見直しや在職定時改定の導入が行われることとなります。

60 歳台前半の在職老齢年金制度（低在老）については、就労に与える影響が一定程度確認されている
観点、60 歳台前半の就労、特に令和 12 年度まで支給開始年齢の引上げが続く女性の就労を支援すると
いう観点、制度をわかりやすくするという利点もあるという観点から制度の見直しを行います。具体的
には、60 〜 64 歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度（低在老）につ
いて、年金の支給が停止される基準を現行の 28 万円から 65 歳以上の在職老齢年金制度（高在老）と同
じ 47 万円に合わせます。この制度改正は、令和 4 年 4 月から適用されます。

老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時退職時・70 歳到達時に、受給権取
得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定しているいわゆる退職改定。

高齢期の就労が拡大する中、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映するこ
とで、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図る。

図表 13　在職老齢年金制度の見直しの概要
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（3）継続雇用に関する無期転換ルールの特例について
2013 年 4 月に施行された改正労働契約法では、有期労働契約が反復更新され通算 5 年を超えると、労

働者の申し出により、期間の定めのない（無期）労働契約に転換するルールが定められました。一方で、
高年齢者雇用安定法で、65 歳までの継続雇用が義務付けられた結果、定年後に嘱託等 1 年契約を更新し
ていくなど有期雇用で 5 年を超えて働き続けると再び無期雇用になるといった懸念が浮上し、無期転換
ルールとの関係が注目されていました。

このため、2015 年 4 月に新たに「有期雇用特別措置法」が施行され、定年に達した後、引き続いて雇
用される有期雇用労働者（継続雇用の高齢者）については、その事業主に定年後引き続いて雇用される
期間は、無期転換申込権が発生しないこととなりました。

図表 14　在職老齢年金制度の見直しの概要

図表 15　定年後の継続雇用と無期転換ルールとの関係

（出所）厚生労働省リーフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
（https://muki.mhlw.go.jp/point/leaflet.pdf）
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【参考】継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例に関する申請書
継続雇用の高齢者について、有期雇用特別措置法による特例の適用を希望する事業主は、「第二種計画

認定・変更申請書」を作成の上、都道府県労働局に提出し、計画が適当である旨の認定を受けてくださ
い。

図表 16　継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例に関する申請書

（出所）厚生労働省リーフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
（https://muki.mhlw.go.jp/point/leaflet.pdf）
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（4）厚生年金の支給開始年齢の引き上げスケジュール
厚生年金の加入者は、65 歳になるまでは「特別支給の老齢厚生年金」、65 歳からは「老齢厚生年金」

と「老齢基礎年金」を受給することができます。
この「特別支給の老齢厚生年金」のうち、定額部分は 2013 年（平成 25 年）4 月から 65 歳にならない

と受給できなくなりました。また、報酬比例部分についても 2013 年 4 月から 2025 年度にかけて段階的
に 65 歳に引上げられます。これに伴い、すでに男性の場合、2019 年 4 月からは 63 歳にならないと受給
できなくなりました（女性は 5 年遅れ）。

こうした年金の支給開始年齢の引き上げにより、60 歳定年で退職し、再就職ができない場合、無年金
期間に無収入となる可能性が生じてしまいます。

図表 17　老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げスケジュール

（資料）厚生労働省資料を一部修正
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図表 18　特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

（資料）日本年金機構「老齢年金ガイド　令和 2 年度版」
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（5）雇用に関する各種助成金の概要（令和 3年 1月現在）
① 65歳超雇用推進助成金
1）65歳超継続雇用促進コース
【概要】

65 歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の
就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

【主な受給要件】
①労働協約または就業規則（以下「就業規則等」という。）により次の（イ）〜（ハ）までのいずれ

かに該当する新しい制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。
（イ）旧定年年齢（注 1）を上回る 65 歳以上への定年引上げ
（ロ）定年の定めの廃止
（ハ）旧定年年齢及び継続雇用年齢（注 2）を上回る 66 歳以上の継続雇用制度の導入
（注 1）就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成 28 年 10 月 19 日以降、最も高い年齢をいいます。
（注 2）就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成 28 年 10 月 19 日以降、最も

高い年齢をいいます。

②就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等（注 3）に就業規則の作成又は相談・指導
を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコン
サルタント（注 4）に相談し経費を支出したこと。

（注 3）社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、昭和 55 年 9 月 1 日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
（注 4）専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。

③高年齢者雇用推進者の選任および次の（a）から（g）までの高年齢者雇用管理に関する措置を 1
つ以上実施している事業主であること。

（a）職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
（b）作業施設・方法の改善
（c）健康管理、安全衛生の配慮
（d）職域の拡大
（e）知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
（f）賃金体系の見直し
（g）勤務時間制度の弾力化
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【支給額】
「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年数」に応じて、次に定める額を支給します。

旧定年年齢を上回る 65 歳以上への定年引上げ

（横列）措置内容
（下列）対象
被保険者数

65 歳への
定年引上げ

（5 歳未満）

65 歳への
定年引上げ
（5 歳）

66 歳以上への
定年引上げ

（5 歳未満）

66 歳以上への
定年引上げ

（5 歳以上）

1 〜 2 人 10 万円 15 万円 15 万円 20 万円

3 〜 9 人 25 万円 100 万円 30 万円 120 万円

10 人以上 30 万円 150 万円 35 万円 160 万円

定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る 66 歳以上の継続雇用制度の導入

（横列）措置内容
（下列）対象
被保険者数

定年の廃止

66 〜 69 歳の
継続雇用への

引上げ
（4 歳未満）

66 〜 69 歳の
継続雇用への

引上げ
（4 歳）

70 歳以上の
継続雇用への

引上げ
（5 歳未満）

70 歳以上の
継続雇用への

引上げ
（5 歳以上）

1 〜 2 人 20 万円 5 万円 10 万円 10 万円 15 万円

3 〜 9 人 120 万円 15 万円 60 万円 20 万円 80 万円

10 人以上 160 万円 20 万円 80 万円 25 万円 100 万円

注）定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。

【問い合わせ先】
高齢・障害・求職者雇用支援機構　都道府県支部高齢・障害者業務課
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2）高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
【概要】

高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備（賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管
理制度等）にかかる措置を実施した事業主に対して助成する制度です。

【主な受給要件】
本助成金は、企業内における高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理整備の措置を、次の①、

②により実施した場合に受給することができます。

①雇用管理整備計画の認定
高年齢者の雇用管理制度を整備するため、「高年齢者雇用管理整備措置（能力開発、能力評価、

賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康
診断を実施するための制度の導入）」を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し、当機構理事長
に提出してその認定を受けること。

②高年齢者雇用管理整備措置の実施
①の雇用管理整備計画に基づき、当該雇用管理整備計画の実施期間内に「雇用管理整備措置」

を実施し、措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること。また、雇用管理整備計画の
終了日の翌日から 6 か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、支給対象被保険者が 1 人以
上いること。

（注）高年齢者雇用管理整備措置は、55 歳以上の高年齢者を対象として、労働協約または就業規則に規定し、1 人以上の支給対象被保
険者に実施・適用することが必要です。
このほかにも、支給対象となる事業主の要件があります。詳しくは「問い合わせ先」までお問い合わせください。

③併給調整
助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により他の国又は地方公共団体等の

補助金等の支給を受けた場合は、当該支給事由によって、助成金は支給しません。

【支給額】
支給対象経費（注 1）の 60％〈75％〉（中小企業事業主以外は 45％〈60％〉）を乗じた額。なお、生産

性要件を満たしている場合は〈　〉の割合または額となります。
（注 1）高年齢者の雇用管理整備措置の実施に必要な専門家への委託費・コンサルタントの相談等に要した経費の他、（2）の措置の実施

に伴い必要となる機器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費（その経費が 50 万円を超える場合は 50 万円）とし、
経費の額にかかわらず、初回の申請に限り当該措置の実施に 50 万円の費用を要したものとみなします（2 回目以降の申請は、50
万円を上限とする実費が支給対象経費となります。）。

【生産性要件】
生産性要件については、厚生労働省サイトをご覧ください。

【問い合わせ先】
高齢・障害・求職者雇用支援機構　都道府県支部高齢・障害者業務課
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3）高年齢者無期雇用転換コース
【概要】

50 歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の
予算の範囲内で助成金を支給します。

また、生産性を向上させた事業主は助成金が割増されます。

【主な受給要件】
本助成金は、次の①〜②によって実施した場合に受給することができます。

①無期雇用転換計画の認定
有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画（以下「無期雇用転換計画」といいます。）を

作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。

②無期雇用転換計画の実施
①の無期雇用転換計画に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する 50 歳以上かつ定年

年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
（実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成 25 年 4 月 1 日以降に締結された契約に

係る期間が通算 5 年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります）
このほかにも、支給対象となる事業主の要件があります。
詳しくは「問い合わせ先」までお問い合わせください。

③併給調整
助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、他の国又は地方公共団体等

の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません。

【支給額】
対象労働者 1 人あたり 48 万円（中小企業事業主以外は 38 万円）を支給します。
生産性要件を満たす場合には対象労働者 1 人につき 60 万円（中小企業事業主以外は 48 万円）と

なります。
1 支給申請年度 1 適用事業所あたり 10 人までを上限とします。

【生産性要件】
生産性要件については、厚生労働省サイトをご覧ください。

【問い合わせ先】
高齢・障害・求職者雇用支援機構　都道府県支部高齢・障害者業務課
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②特定求職者雇用開発助成金
1）特定就職困難者コース
【概要】

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者（雇
用保険の一般被保険者）として雇い入れる事業主に対して助成されます。

【主な受給要件】
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等（注 1）の紹介により雇い入れること
②雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること（注 2）が確実であると認められるこ

と。
（注 1）具体的には次の機関が該当します。

・公共職業安定所（ハローワーク）
・地方運輸局（船員として雇い入れる場合）
・適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
　特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船

員職業紹介事業者（船員として雇い入れる場合）のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の
定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、
これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

（注 2）対象労働者の年齢が 65 歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して 2 年以上であることをいいます。

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは「お
問い合わせ先」へお問い合わせください。
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【支給額】

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額

短時間
労働者
以外の
者

［1］高年齢者（60 歳
以上 65 歳未満）、母
子家庭の母等

60 万円 1 年 30 万円× 2 期

（50 万円） （1 年） （25 万円× 2 期）

［2］重度障害者等を
除く身体・知的障害
者

120 万円 2 年 30 万円× 4 期

（50 万円） （1 年） （25 万円× 2 期）

［3］重度障害者等
（注 3）

240 万円 3 年 40 万円× 6 期

（100 万円） （1 年 6 か月） （33 万円※× 3 期）
※第 3 期の支給額は 34 万円

短時間
労働者

（注 4）

［4］高年齢者（60 歳
以上 65 歳未満）、母
子家庭の母等

40 万円 1 年 20 万円× 2 期

（30 万円） （1 年） （15 万円× 2 期）

［5］重度障害者等を
含む身体・知的・精
神障害者

80 万円 2 年 20 万円× 4 期

（30 万円） （1 年） （15 万円× 2 期）

※（　）内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
（注 3）「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45 歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
（注 4）「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20 時間以上 30 時間未満である者をいいます。

ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第 7 条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期につい
て対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額（表の支給対象期ごとの支給額を上限とする）となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1 ／ 3（中小企業事業主以外 1 ／ 4）
・対象労働者が重度障害者等の場合 1 ／ 2（中小企業事業主以外 1 ／ 3）

【問い合わせ先】
最寄りの労働局、公共職業安定所（ハローワーク）

72



資料編　２．高齢者雇用に関わる法制度・支援に関する情報

2）生涯現役コース
【概要】

雇入れ日の満年齢が 65 歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用す
ることが確実な労働者（雇用保険の高年齢被保険者）として雇い入れる事業主に対して助成されま
す。

【主な受給要件】
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等（注 1）の紹介により雇い入れること。
②雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1 年以上雇用することが確実であると認められること。

（注 1）具体的には次の機関が該当します。
・公共職業安定所（ハローワーク）
・地方運輸局（船員として雇い入れる場合）
・適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等

特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船
員職業紹介事業者（船員として雇い入れる場合）のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定
める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、こ
れを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは「問い合わせ先」へお問い合わせ
ください。

【支給額】

支給対象者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額

短時間労働者以外の者
70 万円 1 年 35 万円× 2 期

（60 万円） （1 年） （30 万円× 2 期）

短時間労働者（注 2）
50 万円 1 年 25 万円× 2 期

（40 万円） （1 年） （20 万円× 2 期）

※（　　）内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
（注 2）「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20 時間以上 30 時間未満である者をいいます。

【問い合わせ先】
最寄りの労働局、公共職業安定所（ハローワーク）
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3）就職氷河期世代安定雇用実現コース
【概要】

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、
正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる
事業主に対して助成されます。
※令和 2 年 2 月 14 日から、特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）が新設されました。本コースは特定求職

者雇用開発助成金（安定雇用実現コース）の要件を見直し、拡充したものです。

【主な受給要件】
雇入れ日において①から④のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事

業者（注 1）などの紹介により正規雇用労働者（注 2）として新たに雇用する事業主に助成金を支給しま
す。

①雇入れ日時点の満年齢が 35 歳以上 55 歳未満の方
②雇入れの日の前日から起算して過去 5 年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期

間が 1 年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去 1 年間に正規雇用労働者として雇用さ
れたことがない方

③ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハロー
ワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方

④正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
（注 1）具体的には次の機関が該当します。

・公共職業安定所（ハローワーク）
・地方運輸局（船員として雇い入れる場合）
・適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者
（船員として雇い入れる場合）のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長及び人材開発統括官の
定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、
これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

（注 2）正規雇用労働者とは
正規雇用労働者とは、以下の（ア）から（ウ）のいずれにも該当する者とします。
ただし、一週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満である短時間労働者は除きます。
また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。

（ア）期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
（イ）所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間（週 30 時間以上）と同じ労働者であること。
（ウ）同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、

休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。

雇い入れた労働者の雇用状況など雇用管理に関する事項を支給申請にあわせて報告することが
求められています。

74



資料編　２．高齢者雇用に関わる法制度・支援に関する情報

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつか支給要件がありますので、詳しくは「問
い合わせ先」までお問い合わせください。

【支給額】
本助成金は、対象期間を 6 か月ごとに区分し、一定額を支給します。支給額は企業規模に応じて

1 人あたり下表のとおりです。

規模 支給対象期間
支給額

支給総額
第 1 期 第 2 期

大企業 1 年 25 万円 25 万円 50 万円

中小企業 1 年 30 万円 30 万円 60 万円

※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
※雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第 7 条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、対象労働者について支払っ

た賃金に助成率 1 ／ 3（中小企業事業主以外は 1 ／ 4）を乗じた額（表の支給対象期ごとの支給額を上限とする）となります。

【問い合わせ先】
最寄りの労働局、公共職業安定所（ハローワーク）
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（6）高齢・障害・求職者雇用支援機構による各種支援
―「65 歳超雇用推進プランナー」「高年齢者雇用アドバイザー」による相談・援助の実施―
独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構では、高齢者の雇用問題に関する専門家である 65 歳

超雇用推進プランナー、及び高年齢者雇用アドバイザーを全国に配置し、生涯現役社会の実現を目指し、
高年齢者等が年齢にかかわりなく働ける企業の普及・促進及び高年齢者等の雇用管理改善等のための諸
条件の整備に伴う人事・労務管理上の課題等の解決を図るため、事業主に対する具体的かつ実践的な相
談・援助を行っています。

相談は無料ですので、ぜひご利用ください。

→問い合わせ先：最寄りの独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構　各都道府県支部高齢・障
害者業務課

○ 65歳超雇用推進プランナー、高年齢者雇用アドバイザーとは
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高齢法）により、定年の引上げや廃止、継続雇用制度

の導入等による希望者全員の 65 歳までの高年齢者雇用確保措置の実施が義務づけられています。
65 歳までの継続雇用制度等の導入や定着を図るとともに、生涯現役社会の実現に向けて高齢者が能

力を発揮して働くことができる環境とするためには、賃金・退職金制度を含む人事管理制度の見直し、
職業能力の開発及び向上、職域開発・職場改善等、さまざまな条件整備に取り組む必要があります。

そこで、企業における条件整備の取り組みを支援するため、高齢者雇用問題に精通した経営労務コ
ンサルタント、中小企業診断士、社会保険労務士等、専門的・実務的能力を有する者を 65 歳超雇用推
進プランナー、高年齢者雇用アドバイザー（以下「プランナー等」という。）として認定し、全国に配
置しています。

①提案サービス
プランナー等が、将来に向けて 65 歳以上への定年引上げや 65 歳を超えた継続雇用延長等の制度

改定に関する具体的な提案を行うとともに、高年齢者雇用を進める上での課題を把握し、制度改善
を図るための条件整備をお手伝いします。（無料）

②相談・助言サービス
プランナー等は、高年齢者雇用確保措置の導入や拡大、雇用管理の改善等に取り組む企業からの

要請等に基づき企業を訪問し、企業診断システムを活用するなどし、条件整備に伴う阻害要因の発
見・整理、問題解決のための手順・方法等具体的課題についての相談に応じ、専門的かつ技術的な
助言を行います。（無料）

③雇用力評価ツール
企業における高齢者の雇用環境の整備を援助するためのツールを開発し運用しています。簡単な

チェック内容に回答いただくだけで、高齢者を活用するための課題を見つけ出し、プランナー等が
その課題解決策についてわかりやすくアドバイスします。（無料）
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④企画立案サービス
プランナー等による相談・助言によって明らかになった条件整備のために必要な個別・具体的課

題について、人事処遇制度や職場改善等条件整備についての具体的な改善策を、企業からの要請に
基づいてプランナー等が作成し提案します。
【企画立案サービスの費用】

企画立案サービスは有料ですが、経費の 2 分の 1 を機構が負担します。

⑤就業意識向上研修
企業における高齢従業員の戦力化を支援するために、プランナー等が企業ニーズに応じたカリ

キュラムを設定し研修を行います。中高年齢従業員を対象とした研修と高齢従業員が配置されてい
る職場の管理・監督者を対象とした研修により、従業員の就業に対する意識の向上を促します。

※対象の事業主は、45 歳以上の雇用保険被保険者を 5 人以上雇用している事業主です。
【就業意識向上研修の費用】

就業意識向上研修は有料ですが、経費の 2 分の 1 を機構が負担します。

77



資料編　２．高齢者雇用に関わる法制度・支援に関する情報

独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構　各都道府県支部　高齢・障害者業務課
問い合わせ先（2020年 8月 1日現在）
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資料編　２．高齢者雇用に関わる法制度・支援に関する情報

※最新情報は、独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページをご確認ください。
　（https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html）
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資料編　３．求人方法に関する参考情報

３．求人方法に関する参考情報
（1）ハローワークでの求人

求人の手段としてハローワークが良く利用されていますが、より良い人材を確保するためには、求職
者へ自社や求人内容の魅力を具体的に分かりやすく伝えることが重要です。また、令和 2 年 1 月よりハ
ローワークのシステムが一新され、より多くの求職者により詳しい情報を伝えられるようになりました
が、記載内容には工夫が必要です。

図表 19　新しい求人票のイメージ

（出所）厚生労働省リーフレット「2020 年 1 月 6 日から求人票が変わります」
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資料編　３．求人方法に関する参考情報

求人票・求人情報を求職者の目に留まりやすくするための工夫として、厚生労働省では以下のポイン
トを挙げています。

◇ POINT1◇会社の特長欄を活用しましょう
「会社の特長」欄を活用して自社をアピールしましょう。経営方針、教育訓練制度、職場の雰囲気、代

表的商品の評判などを記入・入力して、自社の魅力をお伝えください。

◇ POINT2◇仕事の内容を詳細に記入・入力しましょう
職種名や仕事内容、必要な資格・経験などが具体的に記入・入力されていることで、求職者の方々の

疑問やとまどいを軽減し、応募者が増えることにつながります。また、正確で詳細な記入・入力は入社
後の定着率にも影響します。自社が必要としているのは「どんな仕事ができる人材」なのかを、応募さ
れる方の目線に立って詳細にわかりやすく記入・入力してください。

◇ POINT3◇賃金は正確にわかりやすく記入・入力しましょう
賃金については、正確にわかりやすく記入・入力することが重要です。
求人票・求人情報の「賃金」欄は、「基本給」、「定額的に支払われる手当」、「固定残業代」、「その他の

手当等付記事項」等の各欄があり、それぞれに該当するものを記入・入力します。
また、基本給＋定額手当以外の各種手当を含む総支給額を伝えることにより、求職者の方々は支給さ

れる賃金について把握でき、就職後の生活をイメージしやすくなります。この場合は「賃金」欄とは別
に、「求人に関する特記事項」欄に追加して記入・入力してください。

さらに、「昇給」、「賞与」欄についても、実績ベースで正確に記入・入力することで誤解がなくわかり
やすい求人となります。

◇ POINT4◇福利厚生や研修制度等の補足情報を記入・入力しましょう
福利厚生や研修制度等の補足情報もイメージアップにつながります。
特に未経験者を募集する場合、研修制度や資格取得の支援制度などは初めての仕事に対する不安を和

らげ、応募機会を増やすきっかけとなります。また、入社 1 年後、3 年後といった将来像を記入・入力
することで、入社後の自分をイメージしやすくなり、応募のきっかけになることもあります。

なお、試用期間がある場合は、その期間中の待遇等をきちんと明示することで、後々のトラブル防止
に役立ちますので、「試用期間」は正確に記入・入力しましょう。
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資料編　３．求人方法に関する参考情報

◇ POINT5◇企業や求人の魅力をアピールしましょう
求職中の方々は再就職先を真剣に探そうと求人票・求人情報を注意深く見ています。応募をためらっ

ているとしたら、その企業のよさや求人の魅力が伝わっていないためである可能性があります。求職者
が「求めている求人」とはどのような求人なのか検討し、求職者が魅力を感じる求人をアピールしま
しょう。
　【求職者が魅力を感じるアピールポイントの例】

・資格取得や技能習得、能力向上等に対する支援
・能力主義による昇給、昇格など、本人の実力・成績次第で評価を得られる人事制度
・ノルマに追われることなく安定収入が得られる求人
・経験がなくても受け入れ可能な求人
・家事・育児等による時間調整が容易な職場

◇ POINT6◇画像情報を追加して視覚的にアピールしましょう
求人票・求人情報の記入・入力内容だけでは伝わらない職場の様子や業務内容などでアピールしたい

点を、画像情報として求職者の方に提供することが可能です。
画像情報としては、会社の外観や作業風景、取扱商品などの写真、自社のパンフレットやホームペー

ジなどの画像情報を、求人者マイページから登録してください。

（出所）厚生労働省ホームページ「応募したくなる求人へ！　〜わかりやすい求人で、より良い人材の確保を目指しましょう！〜」より抜粋
 （https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/ent_inputmethod04.html）
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資料編　３．求人方法に関する参考情報

（2）地域のシルバー人材センターとの連携
地域のシルバー人材センター（市区町村ごとに設立されています）に依頼し、シルバー人材センター

に登録している原則 60 歳以上の高齢者を活用することも対応策の一つです。
なお、業務を請け負うシルバー人材センター会員の労働時間は 1 名当たりおおむね週 20 時間を超えな

いこととされています。こうした方法による委託を検討する際には、各地域のシルバー人材センター、
または各都道府県のシルバー人材センター連合本部へご相談ください。

（資料）公益社団法人　全国シルバー人材センター事業協会「シルバー人材センター事業の概要 2019」
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